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●資料 12 発生農場初動防疫に係る配置・動員体制（肥育豚 2,000 頭規模） 
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●資料 13 初動防疫に要する人員例（肥育豚 2,000 頭規模） 
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●資料 14 発生農場初動防疫に係る配置・動員体制（母豚 200 頭規模） 
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●資料 15 初動防疫に要する人員例（母豚 200 頭規模） 
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●資料 16 初動防疫（農場，埋却地）に係る規模別の動員数例 
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●資料 17 豚の評価額の算定方法 

豚の評価額の算定方法  
１ 肥育豚  

（１）評価額の基本的な算定方法  

素畜の導入価格 ＋ 肥育経費（１日当たりの生産費×飼養日数）  

（２）素畜の導入価格及び肥育経費の算定方法  

ア 導入価格は，素畜の導入に要した費用とし，購入伝票等により確認する  

イ 素畜を自家生産している場合又は導入価格を確認することができない場合

には，産み落とし価格を用いることとし，その算定方法については，直近年

度の畜産物生産費における肥育豚生産費の100分の９を乗じて算定する。  

ウ １日当たりの生産費は，全算入生産費から産み落とし価格を除いた額を肥

育期間（平均販売月齢）で除した費用に100分の50を乗じた前期１日当たり生

産費（生まれた日から70日齢まで）及び100分の130を乗じた後期１日当たり

生産費（71日齢から出荷されるまで）を算定する。  

エ 飼養日数は，素畜を導入する場合には導入した日から，繁殖・肥育一貫経

営等の場合には素畜が生まれた日から患畜又は疑似患畜と判定された日ま

での日数とする。 

〔参考〕１日当たり生産費（平成23年度畜産物生産費調査）  

● 産み落とし価格（全国平均）  

全算入生産費 31,903円×豚肉生産コスト全体に対する子豚生産に要するコス

トの割合９％ ＝  2,871円  

● 肥育豚の１日当たり生産費（全国ベース）  

（全算入生産費 31,903円－産み落とし価格 2,871円）÷（肥育期間6.4か月

×30.4日）＝ 149円  

・前期１日当たり生産費（0～2.3か月齢）： 

１日当たり生産費の50％＝ 75円  

・後期１日当たり生産費（2.3～6.4 か月齢）： 

１日当たり生産費の 130％＝ 194 円  

【例】肥育豚を出荷時（6.4か月齢）で評価  

〔100日齢の子豚を導入している場合〕  

導入価格※ １日当たりの生産費×飼養日数  

15,220円＋（194円×（6.4か月－3.3か月）×30.4日）＝  33,503円  

※この試算例では農業物価統計を用いて導入価格を設定  

〔繁殖・肥育一貫経営等で導入価格がない場合〕  

産み落とし価格 １日当たりの生産費×飼養日数  

2,871 円＋（（75 円×2.3 か月）＋（194 円×4.1 か月））×30.4 日＝  32,295 円 
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肥育豚 

２ 繁殖雌豚  

【繁殖雌豚（未経産）】  

（１）評価額の基本的な算定方法  

素畜の導入価格 ＋ 育成経費（１日当たりの生産費×飼養日数）＋ 受胎加

算金  

（２）素畜の導入価格及び育成経費の算定方法  

ア 導入価格は，素畜の導入に要した費用とし，家畜市場の購入伝票等により

確認する。  

イ 導入価格を確認することができない場合又は素畜を自家生産している場合

には，当該家畜の所有者が通常利用している家畜市場における当該素畜と同

等の豚（品種，用途（繁殖向等）等が同一の豚）の平均取引価格（直近１年

間のもの）とする。  

ウ １日当たりの生産費は，生産費調査における肥育豚の１日当たりの生産費

を利用する。  

エ 飼養日数は，素畜を導入した日から患畜又は疑似患畜と判定された日まで

の日数とする。  

オ 受胎している場合には，受胎分として母豚価値の２割相当を加算する（た

だし，獣医師による妊娠鑑定等により受胎が確認できる場合に限る。）。  

【繁殖雌豚（経産）】  

（１）評価額の基本的な算定方法  

初産時基準価格×評価指数／100 ＋ 受胎加算金  

（２）初産時基準価格及び評価指数の算定方法  

ア 初産時基準価格は，次により算定する。  

素畜の導入価格 ＋平均初産月齢までの育成経費（１日当たりの生産費×

飼養日数）  

なお，素畜の導入価格及び育成経費は繁殖雌豚（未経産）と同様の算定方

法とする。  
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イ 評価指数は，初産時の評価を100とした際の経年による価値の減少分を指

数化したものであり，各都道府県の家畜共済金支払制度を活用し算定する。  

ウ １日当たりの生産費は，生産費調査における肥育豚の１日当たりの生産費

を利用する。  

エ 受胎している場合には，受胎分として母豚価値の２割相当を加算する（た

だし，獣医師による妊娠鑑定等により受胎が確認できる場合に限る。）。 

【参考】宮崎県が口蹄疫発生時に利用した評価指数（繁殖雌豚）  

各都道府県が同様のものを独自に保有している 

【例】繁殖雌豚を初産時（約12か月齢）で評価  

導入価格         （１日当たりの生産費×飼養日数） 妊娠加算

分  

｛ 55,280円(繁殖用雌豚(雑種)平均購入価格)＋194円×(12か月－3.3か月)×30.4日｝×1.2  

＝  127,779 円 
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●資料 18 消毒ポイント必要物品表 
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●資料 19 消毒ポイント配置図（例） 
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●資料 20 患畜に接触したおそれのある豚等の追跡 



127 

●資料 21 制限区域解除における清浄性確認検査注意事項について

制限区域解除における清浄性確認検査注意事項について

１ 調査チームの編成は，１農場あたり獣医師１～２名，案内員１名とする。 

２  調査とともに農場主に対して，毎日の飼養家畜の健康観察を徹底し，異常豚を

発見した場合は直ちに家畜保健衛生所へ通報するよう指導する。 

３ 制限区域内の農場への立入りは，人為的なウイルスの伝播防止に特に留意する

とともに，制限区域の外縁部から発生地に向けて実施する等，万一，ウイルスが

残存していても，拡散することがないようできる限り配慮すること。 

４ 採血は，通常の方法で行い，採材後に家畜保健衛生所で検体の処理を実施。な

お，他機関に依頼する場合でも，検体の取り違えがないよう，家畜保健衛生所が

詳細に指導を行うこと。 

５ 家畜保健衛生所で，①血液検査 ②抗原検査（ウイルス分離検査，ＰＣＲ検査

及び蛍光抗体法）③血清抗体検査（エライザ法）を行い，②又は③の検査で陽性

となった場合，動物衛生課と協議した上で，分離されたウイルス，遺伝子増幅産

物，血清等検体を動物衛生研究部門へ送付する。 

６ 送付容器には取扱いの際に消えないよう「農家番号（県毎の通し番号）－検体

（分離ウイルス，遺伝子増幅産物，血清）番号（農家毎の通し番号）」を付すと

ともに，以下の事項を記入したリストを完備すること。このリストは検体送付に

併せ，県畜産課を通じて動物衛生課に電子メールで送付すること。 

農家番号（県ごとの通し番号），検体番号（農家毎の通し番号），農家名， 

豚の用途，（性別），月齢，採血月日 

７ 血液採材のための豚飼養農場への入場は，１日２農場までとし，２件目の農場

へ行く場合には１件目の農場での作業終了後徹底した消毒を行い，他の農場へは

立ち寄らず，直ちにシャワーを浴び，新しい衣服に着替え，次の農場へ入場する

こと。 
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●資料 22 消石灰を取り扱う際の注意 

消石灰を取り扱う際の注意 
農場で使用する消毒用の消石灰は，比較的安全な物質ですが，強アルカリであ

ること，水や汗に触れると発熱して火傷を引き起こすことがあるため，その取扱い

には注意が必要です。 

注意点 

1. 皮膚，口，呼吸器等を刺激し，皮膚や粘膜が赤くただれることがあります。 

2. 眼に対して刺激性であるため，視力障害を起こすことがあります。 

3. 皮膚に付いた消石灰が水や汗に触れて発熱し，火傷を引き起こすことがあり

ます。 

4. 取り扱った後は，手洗いとうがいを忘れないようにしてください。 

5. 子供の手の届かない所に保管してください。 

使用する際には 

1. 保護メガネ（目に入らないようにします。） 

2. 保護手袋（ビニール手袋などを用いて，消石灰が直接肌に触れないようにし

ます。） 

3. 保護マスク（吸い込んだり，飲み込まないようにします。） 

4. 保護衣服（防水性の作業着などを着用し，直接肌に触れないようにしま

す。） 

万が一の際には 

目に入った場合： 直ちにきれいな大量の水で15分以上洗浄し，速やかに医師

の診察を受ける必要があります。 

吸い込んだ場合： 新鮮で清浄な空気の場所に移動し，きれいな水でうがい

し，鼻の穴も洗浄後，速やかに医師の診察を受けてくださ

い。 

飲み込んだ場合： 直ちにきれいな水で口の中をよく洗い，速やかに医師の診

察を受けてください。 

皮膚に付いた場合： 直ちに大量の水で洗い流し，強い肌荒れや火傷などが見ら

れたら，速やかに医師の診察を受けてください。 

消石灰は強いアルカリであることを忘れずに，周囲の
農業者や農場などにも配慮しながら散布してください。

出典：農林水産省
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●資料 23 畜産農家の皆様へ 
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●資料 24 飼養衛生管理基準（ハード，ソフト） 
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●資料 25 ネズミ対策，ラットサインを探しましょう 
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●資料 26 鹿児島県疫学検討チームによる疫学調査に関する事項 

鹿児島県疫学検討チームによる疫学調査に関する事項

１ チーム編成
チームは調査班と検討班とし，構成員については別途選定する。 

２ 業務内容
（１）調査班 

ア 発生農場又は疫学関連施設等における調査及びデータのとりまとめを行う。 

イ 農林水産省の発生原因究明に協力する。 

（２）検討班 

ア 調査班のとりまとめたデータをもとに，発生原因及び感染経路等について

分析を行う。 

イ 現行の防疫対策における有効性を検証するとともに，対策本部等に対し，

今後の防疫対策について適切な助言を実施する。 

【留意事項】疫学調査に関する実施項目

本病の感染経路をあらゆる面から検証するため，以下を参考に，関係者からの

聞き取り調査等を実施することにより，疫学情報の収集を行うこと。 

１ 調査対象 

（１）発生農場 

（２）発生農場と疫学関連のある豚等飼養農場及び畜産関係施設(家畜市場，と

畜場，飼料・敷料工場，飼料・敷料販売先，農協等） 

２ 調査事項 

（１）農場の周辺環境（森，畑，住居，道路からの距離，周辺農場の有無など） 

（２）気温，湿度，天候，風量・風向 

（３）家畜運搬車両，飼料運搬車両，死亡畜回収車両，堆肥運搬車両，機器搬

入などの車両や運搬物資の動き 

（４）農場主，農場従業員，獣医師，家畜商，飼料販売業者，敷料販売者，資

材販売者，薬品業者，畜産関係者（農協職員等），郵便局員，宅配業者，家

族，知人等の動き（海外渡航歴，野生動物等との接触の有無を含む。） 

（５）放牧の有無（有の場合は，その期間及び場所） 

（６）いのしし等の野生動物の分布，侵入及び接触機会の有無 

（７）畜舎及び付帯施設の構造，野生動物の侵入対策 

（８）農作業用の機械の共有の有無 

（９）発生国等から導入した畜産資材等の使用の有無 
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●資料 27 家畜保健衛生所等連絡先一覧 

家畜保健衛生所等連絡先 

■ 県畜産課家畜衛生係連絡先：０９９－２８６－３２２４ 

■ 家畜保健衛生所連絡先 

家 畜 保 健 衛 生 所 名 電 話 番 号 

鹿 児 島 中 央 家 畜 保 健 衛 生 所  ０９９－２７４－７５５５ 

〃    熊毛支所 ０９９７－２７－００３６ 

〃    大島支所 ０９９７－６３－００４５ 

〃     〃  喜界町駐在 ０９９７－６５－００４６ 

〃        〃   瀬戸内町駐在 ０９９７－７２－０２４６ 

〃     徳之島支所 ０９９７－８３－００７４ 

〃        〃  和泊町駐在 ０９９７－９２－００４３ 

〃        〃  与論町駐在 ０９９７－９７－２０３３ 

南 薩 家 畜 保 健 衛 生 所 ０９９３－８３－２１５６ 

北 薩 家 畜 保 健 衛 生 所 ０９９６－２２－２１８４ 

姶 良 家 畜 保 健 衛 生 所 ０９９５－６２－３０７０ 

曽 於 家 畜 保 健 衛 生 所 ０９９－４８７－２３５１ 

肝 属 家 畜 保 健 衛 生 所 ０９９４－４３－２５１５ 

※ 各家畜保健衛生所については，夜間・休日は自動転送により対応している。 
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●資料 28 かごしま畜コミ・インフォ                                  


